
議
案
第
四
十
五
号

中
央
区
難
病
患
者
福
祉
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

右
の
議
案
を
提
出
し
ま
す
。

令
和
七
年
六
月
二
十
四
日

提
出
者

中
央
区
長

山

本

泰

人

中
央
区
難
病
患
者
福
祉
手
当
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

中
央
区
難
病
患
者
福
祉
手
当
条
例
（
昭
和
五
十
一
年
三
月
中
央
区
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
次
条
第
二
号
」
を
「
次
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

認
定
の
申
請
を
し
た
日
の
属
す
る
月
に
お
い
て
、
他
の
区
市
町
村
か
ら
こ
の
条
例
に
よ
る
手
当
と
同
種
の
手
当
の
支

給
を
受
け
て
い
た
と
き

当
該
同
種
の
手
当
が
支
給
さ
れ
た
最
後
の
月
の
翌
月

第
九
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

手
当
の
受
給
を
辞
退
し
た
と
き
。

別
表
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

九

免
疫
性
血
小
板
減
少
症

別
表
第
百
七
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

百
七
十
二

睡
眠
時
棘
徐
波
活
性
化
を
示
す
発
達
性
て
ん
か
ん
性
脳
症
及
び
て
ん
か
ん
性
脳
症

別
表
に
次
の
七
号
を
加
え
る
。

三
百
五
十
六

Ｌ
Ｍ
Ｎ
Ｂ
１
関
連
大
脳
白
質
脳
症



三
百
五
十
七

Ｐ
Ｕ
Ｒ
Ａ
関
連
神
経
発
達
異
常
症

三
百
五
十
八

極
長
鎖
ア
シ
ル
―
Ｃ
ｏ
Ａ
脱
水
素
酵
素
欠
損
症

三
百
五
十
九

乳
児
発
症
Ｓ
Ｔ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
関
連
血
管
炎

三
百
六
十

原
発
性
肝
外
門
脈
閉
塞
症

三
百
六
十
一

出
血
性
線
溶
異
常
症

三
百
六
十
二

ロ
ウ
症
候
群

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
中
央
区
難
病
患
者
福
祉
手
当
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
の
規
定
は
、
令

和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

３

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
中
央
区
難
病
患
者
福
祉
手
当
条
例
第
五
条
の
認
定
を
受
け
て
い

る
者
は
、
新
条
例
第
五
条
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
と
み
な
す
。

（
説

明
）

難
病
患
者
福
祉
手
当
の
支
給
対
象
疾
病
の
追
加
等
を
す
る
ほ
か
、
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
し

ま
す
。


